
Connecting Markets East & West

© Nomura

2026年4月

（本組合のアセット・マネジャー）

脱炭素化・中小企業支援ファンド・オブ・ファンズ投資事業有限責任組合

ESG年次報告書（2025年版）



1

当「ESG年次報告書」は、「脱炭素化・中小企業支援ファンド・オブ・ファンズ投資事業有限

責任組合」の契約に基づき、当ホームページで公開しているものです。

当報告書の内容は、2026年4月時点の情報に基づきます。



本組合の概要
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本組合のご紹介

◼ 設立の経緯

➢ 2024年2月に、東京都の支援の下で、「脱炭素化・中小企業支援ファンド・オブ・ファンズ

投資事業有限責任組合」（以下、「本組合」）が設立されました。

➢ 東京都は、脱炭素化社会の実現に向け、企業のサプライチェーン全体でスコープ3への対応

に取り組む中小企業を後押しするため、公募によりファンド・オブ・ファンズの運営事業者を

選定し、野村アセットマネジメント株式会社（以下、「野村アセット」）を採用しました。

➢ 野村アセットは、本組合の無限責任組合員である合同会社ＮＰＥ２０２３Ｔから運営

委託を受け、本組合のアセット・マネジメントを行っております。
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◼ 野村アセットは、プライベートエクイティ（以下、「PE」）市場の発展に貢献するとともに、

幅広い投資家に国内PE投資の機会をご提供すべく、国内PEファンドを複数組み入れる

「日本PE FoFs」戦略を運用しております。東京都の公募に応じて、既存のFoFs*と並行

運用するファンドとして、本組合の運用、管理に当たっております。

◼ 本組合は国内PEファンドに投資することを通じて、以下の実現を目指します。

➢ 都内中小企業をはじめとする日本の中小企業振興、事業承継、新産業育成等への貢献

➢ PE市場の発展や新興ファンドの育成に貢献

➢ 投資家、投資先ファンド・最終投資先企業がともに満足し、リターンを共有出来る投資を実現

➢ 投資先ファンドへの働きかけを通じて、最終投資先企業におけるESG取り組みを加速させ、長期

的に都内中小企業の温室効果ガス排出量の削減、そして脱炭素化への取り組みを加速

*野村プライベートエクイティ投資事業有限責任組合

上記は脱炭素化・中小企業支援ファンド・オブ・ファンズ投資事業有限責任組合の説明の一部であり、すべてを網羅するものではありません。

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

本組合の狙い
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本組合の名称 脱炭素化・中小企業支援ファンド・オブ・ファンズ投資事業有限責任組合

設立日 2024年2月16日

ファンド総額 60.06億円

無限責任組合員 合同会社NPE2023T

実質的な運用会社 野村アセットマネジメント株式会社

主な有限責任組合員 東京都

ウェブサイト https://tokyo-dss-fof.jp/

本組合の概要
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◼ 東京都を中核の出資者として、2024年2月に設立されたFoFsです。

上記のプロセスは、今後変更となる場合があります。

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

本組合のスキーム
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➢ 投資先ファンドは、FoFsのリターンの源泉
➢ 各GP・ファンドを評価し、優良ファンドを厳選
➢ 当社、野村グループのネットワークによるソーシング

➢ 最適ポートフォリオの組合せを追求

➢ 以下項目を考慮して投資配分を検討

戦略 ビンテージ（投資年）

日本比率業種 ステージ 規模

安定したリターン リスク分散
ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ改善
Jカーブ抑制

ESG

本組合要件 脱炭素化対応、年次報告書対応

国内地域分散

◼ 本組合は、国内PEの投資ユニバース内で投資可能なファンドを厳選します。

◼ トップダウンアプローチとボトムアップアプローチを組み合わせ、またリターン・リスク・ESG等の要素を
加味して、ポートフォリオを構築します。

上記のプロセスは、今後変更となる場合があります。

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

本組合の投資対象、ポートフォリオ
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◼ 投資実績

➢ これまで2ファンドに10億円ずつ、計20億円の投資コミットを実行しました。

➢ 投資先ファンドの調達総額は合計約700億円、最終投資先企業は25社以上となっています。*

➢ 現在も、投資先ファンドの選定、組み入れ検討を進めております。

運用会社名 バイアウト運用会社 A VC運用会社 B

運用戦略 国内バイアウト（中型） ベンチャーキャピタル

投資時期 2024年8月 2024年9月

設立 2000年代前半 1990年代後半

投資実績** 30件以上 1,200件以上

投資実行済みファンド・概要

上記は過去のデータであり、将来の投資成果を示唆あるいは保証するものではありません。

本組合の投資状況

* 2025年12月末時点の本組合決算に準拠した数字、金額はコミットメントベース。投資先ファンドの規模は、並行ファンド分を含む。
** 各運用会社が運用・管理するファンド等から投資した投資件数
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◼ 当社は投資前から随時、各社のESG対応状況について情報収集、ヒアリングします。

◼ 投資検討時には、ESG質問状を送付し、GHG排出測定や資源エネルギー使用量削減等、
各項目の詳細をヒアリングします。ESGも総合評価の1要素としております。

気候変動
貴社は、投資先企業のGHG（温室効果ガス）排出量を測定していますか。

「はい」と答えられた場合に、Scope1, 2, 3のどのレベルまで測定するか、ご説明ください。
はい

実施対象企業の割合：●％
取り組み内容：2022年度の活動予定、SBT設定

自然資本
貴社は、投資先企業の資源・エネルギー管理（水、電気、紙、廃棄物管理等）の効率化・使用量削減に向けて取り組
んでいますか。「はい」と答えられた場合に、取り組みの詳細をご説明ください。

はい
実施対象企業の割合：●％
取り組み内容：　66チェック項目に入った

コーポレート
ガバナンス

貴社は、投資先企業の経営体制・コーポレートガバナンスの改善に向けて取り組んでいますか。
「はい」と答えられた場合に、取り組みの詳細をご説明ください。

はい
実施対象企業の割合：●％
取り組み内容：　66チェック項目に入った

多様性
貴社は、投資先企業の役職員のダイバーシティについて改善に向けた関与をしていますか。
「はい」と答えられた場合に、取り組みの詳細をご説明ください。（例：女性役員、女性管理職、男女比率、障がい者
雇用等）

はい
実施対象企業の割合：●％
取り組み内容：　66チェック項目に入った

社会貢献
貴社は、投資先企業の地域社会への貢献をモニタリングし、改善に向けた関与をしていますか。
「はい」と答えられた場合に、取り組みの詳細をご説明ください。

はい
実施対象企業の割合：●％
取り組み内容：インパクトファンドの運営

人権
貴社は、投資先企業の職場の労働、安全管理、衛生及び関連法令の遵守に関して改善に向けた関与をしています
か。
「はい」と答えられた場合に、取り組みの詳細をご説明ください。

はい
実施対象企業の割合：●％
取り組み内容：　66チェック項目に入った

GP取り組み
貴社は、投資先企業ではなく、貴社自身に対するESG課題を設定しているか、またはESG取り組みをしています

か？（エネルギー管理、環境対応、職場環境改善等）
具体的な内容もご説明ください。

いいえ 要確認

GP取り組み
貴社は、貴社役職員のダイバーシティについてモニタリングし、改善に向けた関与をしていますか。
具体的な指標もご説明ください。

いいえ
従業員男女比率：　●％　(前年比　％)

役員男女比率：　●％　(前年比　％)

取り組み内容：　要確認

ネガティブ
スクリーニング

貴社は、投資前、または投資中に、ESGの観点で投資先、投資候補先企業に対して、ネガティブスクリーニングを

行っていますか？実施している場合、どのような除外基準を設定しているか、ご説明ください。
はい 要確認

投資実績
貴社は、過去10年の間に、以下ビジネスに投資を行ったことはありますか。

該当する場合には、その背景もご説明ください。
いいえ 以下質問はRefinitiv、日経テレコン等を通じてNAM内部でも確認すべき

経済制裁
措置対象

①日本国が定める経済制裁措置対象が関わるビジネス（投資時点における） いいえ

違法懸念
ビジネス

②違法、また違法懸念を指摘されるビジネス
例：ギャンブル・カジノ等の遊興ビジネス、現地法規制により違法な医薬品、農薬関連ビジネス等

いいえ

武器及び軍需品
の製造等

③非人道的兵器（クラスター爆弾、対人地雷、生物兵器、化学兵器）を直接製造する企業 いいえ

石炭火力発電
ビジネス

④石炭火力発電を主な事業とするビジネス いいえ

強制労働・
児童労働懸念

⑤強制労働・児童労働が強く懸念される地域・業種にかかるビジネス。
※投資先のサプライチェーン、原材料調達元、生産工場などを含む

いいえ

投資予定
貴社は、〇〇号ファンド（今回の新ファンド）において、以下ビジネスに投資を行う予定/可能性はありますか。

該当する場合には、その背景もご説明ください。
いいえ

経済制裁
措置対象

①日本国が定める経済制裁措置対象が関わるビジネス（投資時点における） いいえ

違法懸念
ビジネス

②違法、また違法懸念を指摘されるビジネス
例：ギャンブル・カジノ等の遊興ビジネス、現地法規制により違法な医薬品、農薬関連ビジネス等

いいえ

武器及び軍需品
の製造等

③非人道的兵器（クラスター爆弾、対人地雷、生物兵器、化学兵器）を直接製造する企業 いいえ

石炭火力発電
ビジネス

④石炭火力発電を主な事業とするビジネス いいえ

強制労働・
児童労働懸念

⑤強制労働・児童労働が強く懸念される地域・業種にかかるビジネス。
※投資先のサプライチェーン、原材料調達元、生産工場などを含む

いいえ

*事業特性に応じてそれぞれの企業のESG課題の重要性は異なりますが、当社野村アセットマネジメントは、多くの企業に共通する特に重要性が高いESG課題として、以下を特定しています。

気候変動

自然資本

人権

多様性と包摂性（ダイバーシティ＆インクルージョン）

ウェルビーイングな社会を実現するための価値創造

コーポレートガバナンス

重要
課題

除外
範囲

項目 No. 確認内容 選択 詳細記入欄

1

貴社の投資方針の中で、ESGに関する方針についても言及されていますか。あるいは、ESGに関するポリシーその

ものを策定していますか。
「はい」 の場合は、ポリシーの写しをご提供ください。

 「いいえ」 の場合、1年以内に方針やイニシアティブを策定し、社内決裁する可能性はございますでしょうか。

はい

2
投資方針のうちESGにかかる部分について、貴社は一定の頻度でレビュー、また更新していますか。

直近の更新時期をご教示ください。またどの程度の頻度でのレビュー、更新をお考えでしょうか。
いいえ

3

貴社は責任投資を促進する国際基準、業界（協会） ガイドライン、報告フレームワーク、イニシアティブにコミットして

いますか。
「はい」と答えられた場合、コミットしている基準の名称と、コミット時期をご教示ください。　例：国連PRI、2022年3月

署名

はい

4
貴社は、ESG関連事項についての記述を契約書、募集資料等のドキュメントに入れていますか。

「はい」 と答えられた場合、その詳細につき、ご記入ください。（例：LPA、PPM、サイドレター締結の可否等）
はい

5
貴社は、貴社全体のESGポリシーを統括するESG委員会を設立、また運用していますか。

「はい」と答えられた場合、いつの設立か、またESG委員会の役割、構成員、組織内での地位等をご説明ください。
はい

1

貴社は、ESGの重要課題/KPIを定義していますか。

「はい」 と答えられた場合、直近のファンド/投資先企業における重要なESG課題を挙げてください。可能であれば、

ESG課題リストをご提供ください。
はい

2

貴社は投資時に、潜在的なESGリスク及び機会を特定するため、体系的なESGデューデリジェンスを行いますか。

「はい」 と答えられた場合、ESGリスクと機会の特定方法をご記入ください。起用している外部業者がいれば、業者

名等もご教示ください。

はい

3
ESG要因は、貴社の投資の意思決定に影響を与えていますか。

「はい」 と答えられた場合、投資の意思決定にどのように反映させているかをご説明ください。
いいえ

4

案件のストラクチャリングにおいて、ESG関連事項を案件のドキュメントや投資後のアクション・プランに組み込んでい

ますか。
「はい」と答えられた場合に、組み込む内容を教えてください。

はい

5

貴社の役職員が投資活動におけるESG要因の重要性を理解、特定できるように、トレーニング、支援、外部リソース

を提供していますか。「はい」と答えられた場合、どのようなトレーニング、支援等が提供されているかをご説明くださ
い。

いいえ

1
貴社は、投資先企業のコンプライアンス、サステナビリティ、倫理的なビジネスガイドライン等をチェックし、必要に応じ
て新しいガイドラインを導入しますか。

はい

2
貴社は、投資先企業のESG重要課題を管理するために、モニタリングプロセスを導入していますか。

「はい」と答えられた場合、モニタリングプロセスを説明してください。
はい

3
貴社は、投資先企業のESG重要課題の管理、解決、価値創造に貢献、支援していますか。

「はい」と答えられた場合、その成果について、2～3の例を挙げて簡単にご説明ください。
はい

4
貴社は、投資先企業のEXITを検討する際、ESG課題/成果を潜在買い手先に提示していますか。

「はい」と答えられた場合、その詳細を説明してください。そうでない場合は、その理由を説明してください。
はい

5
貴社のESGアプローチは、測定可能な環境的・社会的・コーポーレートガバナンス上の影響及び財務上の利益を生

み出していますか。「はい」と答えられた場合、測定指標、頻度、インパクトをご説明ください。
はい

1
貴社は、ESGに関する公開レポート（例：サステナビリティレポート）を定期的に発行していますか。

「はい」と答えられた場合に、レポートをご提供ください。（ホームページで発行する場合には、その旨ご案内ください）
はい

2

貴社は、ESG関連情報をLPへの四半期報告書・年次報告書に開示していますか。

「はい」と答えられた場合に、関連文書をご提供ください。「いいえ」の場合には、ESG関連の開示の導入を検討する

かどうかを教えてください。

はい

3
貴社は、ESG関連事項を年次総会やリミテッド・パートナー諮問委員会の議題として毎回必ず取り上げていますか。

定期、不定期に関わらず、議題とされている場合には、該当箇所を参考として拝見させてください。
はい

4

ESG・レピュテーションに関する懸念事項・インシデントが発生した場合に、LPに開示していますか？

「はい」と答えられた場合に、LPへの開示方法、フォローアップするためのアプローチと、過去の実例をご説明くださ

い。

はい

5

当社は、ILPAホームページにて掲載された「ESG Data Convergence Project」への参加を推奨しています。

本ファイルの別シート「ESG Data」タブに記載される投資先企業のESG情報を、当社に年1回、提供していただくこと

は可能でしょうか？
注：同プロジェクトの2022年の6つのKPIは、GHG （温室効果ガス）排出量、再生可能エネルギーの使用量、役員
のダイバーシティ、労働災害の件数、新規雇用の人数、従業員満足度調査の実施となっています。

はい

ESG関連質問票（野村アセットマネジメント）

ポリシー

投資プロセ
ス

エンゲージ
メント

情報
開示

投資検討時のESGにかかる確認事項

1. ESGの体制が整っているか

2. ESGが実運用において反映されているか

3. ESG取り組みを改善する意思があるか

以下の場合、投資しない方針

✓ ESGの取り組みが低水準で、且つ改善の意思

が確認できない場合

✓ 年次報告書や年次アンケート等への協力を得ら

れない場合

ESG質問状のサンプル

上記のプロセスは、今後変更となる場合があります。

本組合におけるESG取り組み（投資前、投資時）
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◼ 投資後は、投資先ファンドのESGレポート、サーベイ等（発行している場合）の確認、また
当社独自の年次アンケートで、ESG全般や脱炭素化への取り組み状況を確認します。

◼ 投資先ファンドとのコミュニケーションを通じて、脱炭素化への対応を促していきます。

◼ 投資先ファンドのESGレポート、サーベイ等や年次アンケートの内容をまとめて、FoFsとしての
レポートを作成します（本報告書）。本組合のHP上で、一般公開します。

ファンド作成のESGレポート、サーベイの例 本報告書

1. 投資先ファンドが脱炭素インパクトを算出

している場合、その実績を記載

2. 投資先ファンドの脱炭素やその他ESGに

対する個別の取り組みを記載

3. 一般公開に際し、投資先ファンドが匿名での

公開を望む場合には、投資先ファンド等が

特定されない形に加工した上で、公開

4. 当社のHPのニュースにて、本組合のHPへの

リンクを掲載

(出所) 投資先ファンドの情報をもとに、野村アセットマネジメント作成

本組合におけるESG取り組み（投資後）



本組合投資先ファンドにおける取組状況
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◼ 野村アセットは各投資先ファンドに対し、以下いずれかの対応を求めておりますが、各ファンドは

これに従って開示、説明等を行っております。

➢ ESGレポート、サーベイ等を作成・発行している場合はこれらを野村アセットに提出する

➢ 作成していない場合は野村アセット作成の年次アンケート等に対して適時、適切に

回答する

◼ 各投資先ファンドは、未上場企業の投資組み入れを始めたばかりの段階であり、現時点では、

未上場企業の脱炭素化に向けた取り組みについて、ご報告できる内容はありません。

◼ 投資先ファンドから状況報告を受けて、継続的に本報告書にて開示してまいります。

上記のプロセスは、今後変更となる場合があります。

投資先における脱炭素化に向けた取り組み
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◼ 各投資先ファンドは、未上場企業の投資組み入れを始めたばかりの段階です。

◼ したがいまして、現時点では、未上場企業における脱炭素化として期待される貢献・実績に

ついて、ご報告できる内容はありません。

◼ 投資先ファンドから継続的に状況報告を受けて、今後継続的に当報告書にて開示してまいり

ます。

◼ 野村アセットとしても投資先ファンドと対話を進めてまいる考えです。

投資先における期待される貢献・実績



ご参考情報
－各投資先ファンドのESG関連取り組み

注：以下で取り上げる企業は、必ずしも本組合の投資先ファンドの投資対象ではありません
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◼ 同社は、ESG投資方針を策定し、投資検討・実行時に順守状況を確認しています。

◼ 投資先の温室効果ガス排出量の測定・開示は現在行っておりません。

ESG取り組み体制ESG取組状況

• 2018年にESG投資方針を策定、ESG
ポリシーをHPにて公開しています

• 投資検討・実行時に投資委員会において
ESG投資方針の遵守状況を確認しています

• ESGにかかる投資家報告は、懸念事項やイン
シデントが発生した場合に限定しています

• 投資先の温室効果ガス排出量の測定・開示
については、費用対効果の観点から現在見
送っています

項目 状況

ESGポリシー 制定済み（2018年）

ESG委員会 なし

ESG担当者 なし

ESGの実行責任者 案件担当者

国連責任投資原則 署名未済

(出所) 投資先ファンドの情報をもとに、野村アセットマネジメント作成

バイアウト運用会社 AのESG取組状況・体制



16

◼ 同社は、前号ファンドの投資に際し、サステナビリティ・リンク・ローンを活用

➢ サステナビリティ・リンク・ローンとは、社会課題に対してターゲット指標を設定し、その課題を

解決すると金利が下がる仕組みを導入したローン

フェアトレード食品とは

• 公正な貿易の理念に基づき、食品の原材料
等を生産者から適正な価格で買い取り、生産
者の生活向上や環境保護に貢献する食品の
こと

• 開発途上国で生産される食品原材料の多く
は、貧困や児童労働、環境問題といった課題
を抱えている。フェアトレードは、これらの問題を
解決し、生産者の生活改善と持続可能な開
発に貢献する取り組み

投資先概要：食品会社A

• 食料品の製造・販売会社

• フェアトレード食品の取り扱いをはじめ、
その翌年には原料のすべてをフェアトレード
食品としている

• 投資に際しては、地域銀行と連携して、
サステナビリティ・リンク・ローンを設計。
フェアトレード食品の市場浸透をターゲットに
設定し、フェアトレードの推進がローン金利
引き下げにつながる仕組みを策定

(出所) 投資先ファンドの情報をもとに、野村アセットマネジメント作成

当戦略の投資先企業の参考情報を提供することを目的としており、特定銘柄の売買などの推奨、また価格などの上昇や下落を示唆するものではありません。

バイアウト運用会社 Aの取り組み
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◼ 同社は、ESG投資方針を策定し、投資検討・実行時及び投資後、定期的にESG状況を

確認しています。

◼ 投資先の温室効果ガス排出量の測定・開示は現在行っておりません。

ESG取り組み体制ESG取組状況

• 2021年にESGポリシーを策定、HPにて
公開しています

• ESGに関するDDを実施しており、投資委員会
における判断における一要素となっています

• 年次でESGアンケート（次頁参照）を実施し、
HPにて公開しています

• 投資先の温室効果ガス排出量の測定・開示
は、投資先のリソース等を鑑みて行っており
ませんが、測定有無と環境取り組みについて
ヒアリングを行っています

項目 状況

ESGポリシー 制定済み（2021年）

ESG委員会 なし

ESG担当者 ESGポリシー・マネージャー
設置

ESGの実行責任者 ESG担当者・投資担当者

国連責任投資原則 署名済み（2024年）

(出所) 投資先ファンドの情報をもとに、野村アセットマネジメント作成

VC運用会社 BのESG取組状況・体制
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◼ 国連責任投資原則（UN PRI）に2024年署名

➢ 2025年よりレポーティング対応を開始

➢ グローバルスタンダードに準拠したESG活動が期待される

◼ 国内外の投資先すべてを対象としたESGアンケートを実施

➢ 株式上場を目指す企業としてのESGの意識醸成、ESGの実態調査を目的に、年次で

アンケート調査を実施

➢ 自社ウェブサイトでも、調査結果と解説を公開

➢ 環境配慮の取組を行っていると回答した企業は過半を占めているが、GHG排出量削減に

取り組んでいる企業や削減量測定を実施している企業は依然少数派である

➢ 今後B社はナレッジシェア・支援等有益な情報発信を実施することを検討しており、改善に期待

(出所) 投資先ファンドの情報をもとに、野村アセットマネジメント作成

VC運用会社 Bの取り組み
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⚫ 当資料は、当社運用の報告を唯一の目的として野村アセットマネジメントが作成したものです。当資料は、特定の商品の売り付けの申し込みまた

は買い付けの申し込みの勧誘を一切構成するものではなく、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。

⚫ 当資料中の記載内容は、全て当資料作成時以前のものであり、将来にわたって当資料の記載内容に依拠することができるわけではありません。

また事前の連絡なしに変更される事があります。

⚫ 当資料は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。

⚫ 当資料中のいかなる内容も将来の運用成果または投資収益を示唆ないし保証するものではありません。

⚫ 市況動向、資金動向等によっては、当資料で提示した方針にしたがった運用が出来ない場合があります。

⚫ 当資料に記載している運用については、値動きのある証券への投資や外国為替予約取引等を行ないますので運用資産の価値は変動します。

従って、元金が保証されているものではありません。

⚫ 当資料のいかなる部分も一切の権利は野村アセットマネジメントに属しておりますので、無断で複写等を行わないようお願い致します。

ご留意事項
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⚫お客様のために行なう金融商品取引行為については、株式、新株予約権付社債、公社債等に

投資します（投資信託・リミテッドパートナーシップ等を通じて投資する場合を含みます）ので、

国内外の経済・政治情勢、金利変動、発行体の業績や財務状況の変化等の影響により、投

資する株式、通貨等の価格が下落し、損失が生ずるおそれがあります。

⚫また、当商品ではデリバティブ取引を使用することがあります。同取引は証拠金の金額以上のレ

バレッジを活用して行なうことから、原資産となる有価証券や指数等の変動によって価格も変動

し、差し入れた証拠金を上回る損失が生じる可能性があります。またこのレバレッジの比率は投

資方針や国内外の市場環境の変化等により、随時変えていきますので事前に表示することがで

きません。証拠金はデリバティブ取引を行なう期間、発注先証券会社の計算に基づき当社が妥

当であると判断した金額を契約資産から預託いたします。

2026年4月現在

投資顧問サービスに係るリスクについて
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⚫ 当資料は、直接的な勧誘を目的としたものではありません。将来的に運用商品を提供した場合、以下の諸費用が発生します。一般的な計算方

法の概要は以下のとおりになりますが、お客様との契約内容によって料率は異なり、具体的な提示をすることはできません。

⚫ 投資顧問サービスの対価として、一般に、契約資産額に対して予め定めた料率（a％）の投資顧問報酬が契約期間に応じてかかります。

計算方法：契約資産額×（a％）×契約期間日数/365＝該当期間の投資顧問報酬

⚫ 投資一任契約内で、弊社の投資判断として投資信託を購入する場合があり、この場合は当該投資信託の購入にかかる費用（投資信託の運

用報酬、及び販売会社・管理会社の費用の他、投資信託の換金に際し、信託財産留保額がかかる場合があります）が発生いたします。ただし、

投資信託を購入する場合のうち、当該投資信託が当社並びに当社グループが設定するものである場合、運用報酬の重複を防ぐために上記の

投資顧問報酬の調整を行います。調整の計算方法は個別の契約で別途定めますが、投資顧問報酬金額から当該投資信託に係る運用報酬

金額を控除することにより調整をいたします。

⚫ お客様との取り決めにより投資顧問報酬を成功報酬とする場合があります（また、上記との組み合わせとする場合もあります）。なお、成功報酬

については、予め定めた基準等にもとづき実際の運用実績等に応じて投資顧問報酬が変動するほか、お客様と別途協議により取り決めさせてい

ただくことから、事前に計算方法、上限額等を示すことができません。

⚫ 投資顧問報酬とは別に、有価証券売買委託手数料や、有価証券の保管等に係る諸費用が費用として発生し、契約資産から控除されます。

またこれらの費用は運用状況により変動するため事前に具体的な料率・上限額等を表示することができません。

2026年4月現在

投資顧問サービスに係る費用について
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東京都江東区豊洲二丁目2番1号

TEL (03)6387-5000 (大代表)

商号：野村アセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第373号

加入協会 ： 一般社団法人資産運用業協会

  一般社団法人第二種金融商品取引業協会

お問い合わせ先
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